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社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

平成２９年度  第２回 理事会議事録 

 

１ 開催年月日  平成２９年６月２６日（月） 

午後５時００分～午後６時２５分 

２ 開催場所   精華町地域福祉センターかしのき苑１階 会議室Ａ・Ｂ 

３ 理事総数   １２名 

４ 出席者氏名  (１１名) 

        理事  八木章介 森 修美 早樫一男 岩前良幸  

田中智美 長谷川 悟 中畔秀昭 村瀬由美子  

福味加世子 山本正來 岡田敦子 

        監事  島中秀司 浦田善之 

５ 欠席者氏名 理事  石崎照代 

６ 議  案 

  第１１号議案 会長の選定について 

  第１２号議案 副会長の選定について 

  第１３号議案 会長専決規程の制定について  

７ 諸報告 

８ 議事の経過要領及び議案議決の結果 

  定刻に至り、定款第３０条の規定により議長に岩前良幸理事が選任され、

議長は定款第３１条第１項に定める定足数である過半数を満たしているこ

とを確認し、議事に入った。 

 

第１１号議案  会長の選定について 

議長より、役員改選に伴い、定款第１９条第２項に基づき理事たる会長１名を

選定するため、その選定方法について意見を求めたところ、以下のとおり意見

があった。 

山本理事 前回は選考委員会方式でおこなったと記憶しているが、制度改革 

により理事の定数が減っている。選考委員会方式でもいいが、選考委

員になる方が前回より少なくなると思う。少ない中から委員を選ぶか、
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理事全員の意見を反映させるほうがいいかということになる。わたし

個人としては、会長を選ぶ自主投票としてはどうかと思う。 

森 理事 従来の選考委員会方式では、選考委員に選ばれた方の負担感が大 

きくなると思っている。選考委員に指名された方が辞退する可能性も

ある。それらを考えると、公平性からも、自主投票方式が一番適して

いると考える。山本理事の提案と同じ意見である。 

以上の意見を踏まえ、選定方法を出席理事全員による投票とすることについて

議長が承認を諮ったところ、賛成多数(９名)により可決承認された。 

互選にあたり議長から、１回目の投票で第１位の得票数が出席理事の過半数に

満たなかった場合は、上位２名の決選投票とすることを説明し、投票に入った。 

開票結果、長谷川理事９票、石崎理事１票、白票１票 

議長より、投票の結果に基づき、第１位の得票数が過半数を上回ったため、長 

谷川理事を会長に選定することを告げた。長谷川理事は会長就任について承諾

をした。 

第１２号議案 副会長の選定について 

議長より、定款第１９条第２項に基づき理事たる副会長２名を選定するため、

その選定方法について意見を求めたところ、以下のとおり意見があった。 

山本理事 先ほどと同じで、１人ずつ投票してはどうか。 

森 理事 選定方法については、私も同じ意見である。１つ確認したいが、副

会長について男女の区別はあるのか。 

議  長 規定では、特に男女の区別はない。今までは偶然、男性１人、女性

１人となることが多かったが、規定に定められているものではない。 

以上の意見を踏まえ、選定方法を出席理事全員による投票とすることについて

議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

互選にあたり議長から、副会長２名については、１名ずつ選定すること、また、

会長に選定された長谷川理事は候補者から除く旨を説明し、投票に入った。 

開票結果、中畔理事８票、石崎理事１票、山本理事１票、白票１票 

議長より、投票の結果に基づき、副会長２名のうち１人目については、中畔理

事を選定することを告げた。中畔理事は副会長就任について承諾をした。 

引き続き議長から、２人目の副会長選定について投票をおこなうこと、また、

長谷川理事と中畔理事については候補者から除く旨を説明し、投票に入った。 

開票結果、村瀬理事４票、石崎理事２票、山本理事２票、福味理事１票、 

田中理事１票、白票１票 

投票の結果、第１位の得票数が過半数を満たしていないため、村瀬理事、石崎

理事、山本理事の３名で再度投票することを議長から説明し、再度投票に入っ

た。 
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開票結果、村瀬理事７票、山本理事４票 

 議長より、投票の結果に基づき、副会長２名のうち２人目については、村瀬

理事を選定することを告げた。村瀬理事は副会長就任について承諾をした。 

第１３号議案 会長専決規程の制定について 

 議長の指示により、議案書に基づき事務局長から、制度改革による定款変更

に伴い、会長専決規程を制定する必要がある旨を説明した。内容について

は、議案書別紙の会長専決規程（案）に基づき、本会定款第２８条第１項に

定めのある、日常業務に関する会長専決事項について提案説明をした。 

第１３号議案について質疑をおこなったところ質問がなかったため、議長が承

認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

諸報告 

 議長の指示により、以下の事項について事務局長並びに担当課長から報告を 

おこなった。 

事務局長から、地域福祉課として下記の７点について報告をした。 

（１）京都府指導監査の実施結果 

（２）役員の報酬等に関する規程 

 （３）評議員の費用弁償に関する規程 

 （４）社会福祉充実計画 

 （５）社協会員増強計画及び街頭啓発 

 （６）第４次精華町地域福祉活動計画の策定経過 

 （７）社協関係の助成金概要一覧 

 地域包括支援センター長から、地域包括支援センターとして下記の１点につ

いて報告をした。 

 （１）新総合支援事業の取り組み状況 

在宅介護課長から、在宅介護課として下記の３点について報告をした。 

 （１）介護サービス第三者評価事業の受診結果 

 （２）居宅介護支援事業実績 

 （３）訪問介護等の事業実績 

事務局長から、通所介護課として下記の１点について報告をした。 

（１）通所介護等の事業実績 

 

 

以上をもって案件の全てを終了したので、議長が閉会を宣し、午後６時２５分

散会した。 

上記の決議を証するため、議事録署名人において次に記名押印する。 
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平成２９年６月２６日  

社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

平成２９年度第２回理事会において 

 

会 長                印 

監 事                印 

監 事                印 


